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第35回基本計画策定・推進専門委員等会議 

令和２年８月20日 

 

 

○飛鳥井議長 皆さん、こんにちは。議長の飛鳥井でございます。初めてのオンライン会

議なので、うまく進むことを祈っております。 

 それでは、ただいまから第35回基本計画策定・推進専門委員等会議を開催いたします。 

 本日の会議は、ウェブ会議システムを利用して開催しております。警察総合庁舎７階大

会議室に、私のほか、関係府省庁の構成員や事務局の方々が出席しております。その他の

構成員の方々におかれましては、それぞれウェブ会議システムを利用して御出席いただい

ております。 

 また、加藤構成員におかれましては、書面参加をしていただいております。 

 なお、菊池構成員にありましては、会議を欠席されるとの連絡を受けております。 

 次に、関係省庁において構成員の異動がございましたので、御紹介させていただきます。 

 本日付けで、吉田博史・総務省大臣官房総括審議官、竹内努・法務省大臣官房政策立案

総括審議官、大髙豪太・国土交通省総合政策局次長が、それぞれ専門委員に任命されてお

ります。 

 本日、御出席いただいております法務省の竹内審議官から一言御挨拶をいただければと

思います。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 ７月22日付けで、法務省大臣官房政策立案総括審

議官を拝命いたしました竹内と申します。前任西山の後任としてこの会議に出席をさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。また、本日は、１つ目の議題に関して、内閣府

男女共同参画局推進課暴力対策推進室の吉田室長にも御出席いただいております。 

 それでは、まず本日の議事及び配付資料について、事務局から説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） それでは、お手元の議事次第を御覧

ください。 

 １点目の議題は、「第５次男女共同参画基本計画案及び同計画の検討結果を踏まえるこ

ととされた要望・意見に対する対応の検討」でございます。 

 資料１－１は、要望・意見のうち、いわゆる男女案件について、関係府省庁の検討結果

を一覧にまとめたものでございます。 

 資料１－２、１－３は、男女共同参画会議の下に置かれました「第５次基本計画策定専

門調査会」で本年７月に取りまとめられました、「第５次男女共同参画基本計画策定に当た

っての基本的な考え方（素案）」の一部抜粋と概要でございます。資料１－２では、「基本

的な考え方（素案）」のうち、新たな犯罪被害者等基本計画と関連する分野である「女性に

対するあらゆる暴力の根絶」の部分を抜粋しております。 
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 なお、現在、男女共同参画会議、男女の専門調査会において、令和２年末をめどに、新

たな第５次男女共同参画基本計画を策定するスケジュールで検討が進められているところ

であり、この「基本的な考え方（素案）」は、現時点における取りまとめ結果となります。 

 次に、資料１－４、１－５は、本年６月に関係府省会議により取りまとめられた「性犯

罪・性暴力対策の強化の方針」とその概要でございます。 

 資料１－６は、各構成員から事前に提出いただきました質問の一覧でございます。 

 次に、２点目の議題は、「第３次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価案について」で

ございます。これに関する資料としまして、資料２－１「事前質問を踏まえて修正をした

評価案」、資料２－２「各構成員から事前に提出いただいた質問の一覧」をお配りしており

ます。 

 ３点目の議題である「その他」につきましては、「第４次犯罪被害者等基本計画（仮称）

案・骨子（案）」の検討を予定しております。 

 これに関する資料として、資料３－１「新たな基本計画の骨子案」、資料３－２「現行の

第３次基本計画と新たな基本計画案を比較・検討した一覧表」をお配りしております。 

 事務局からは以上となります。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、１つ目の議題である男女案件についての検討を始めたいと思います。男女案

件への対応については、男女共同参画会議、男女の専門調査会で行われている検討の状況

を踏まえて、新たな犯罪被害者等基本計画に盛り込む施策の内容について検討することと

しておりました。 

 現在、「基本的な考え方（素案）」が取りまとめられたところですが、この段階で、私ど

もの専門委員等会議において、男女案件の計画案文を検討することにしたいと思います。 

 なお、犯罪被害者等基本計画と男女共同参画基本計画において大きなそごが生じないよ

う、その点については事務局を通じて調整していただきたいと思いますので、構成員の皆

様にあっては、忌憚のない御意見をよろしくお願いいたします。 

 まず、内閣府から、男女共同参画基本計画の検討状況や、「基本的な考え方（素案）」の

内容について御説明いただきたいと思います。お願いいたします。 

○内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当） ただいま御紹介いただきました内閣府

男女共同参画局の担当審議官をしております伊藤と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 先ほど御紹介ありましたとおり、我が局におきましては、現在、本年末を目途に、第５

次男女共同参画基本計画を策定するべく、作業を進めているところでございます。新たな

犯罪被害者等基本計画と男女共同参画基本計画は、計画期間も令和３年度からの５年間と

いうことで重なってございまして、性犯罪被害者支援など重複する部分につきましては、

同様の内容の記載をすることになるものと認識をしてございます。 

 男女計画につきましては、先月、専門調査会におきまして、「第５次男女共同参画基本計
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画策定に当たっての基本的な考え方（素案）」を取りまとめました。現在、意見募集を行っ

ているところでございまして、今後、公聴会も開催して、最終的に基本的な考え方を取り

まとめます。その後、さらに具体的な施策を盛り込んで、年内を目途に閣議決定を行う予

定でございます。 

 新たな計画は、資料１－３、概略資料を御覧いただきたいんですけれども、各政策領域

におきまして11分野から構成されておりますけれども、本委員会で議論しております性犯

罪等への取組につきましては、第５分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶に盛り込むこ

ととしてございまして、次のページでございますが、９つの項目から構成されております。

簡単に内容を御紹介させていただきます。 

 まず、１番の女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくりにつきましては、暴力

根絶のための広報・啓発等について記載をしてございます。 

 性犯罪・性暴力への対策の推進と、その次の子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に

向けた対策の推進につきましては、６月にまとめました性犯罪・性暴力対策の強化の方針

の内容を盛り込んでございます。この方針につきましては、後ほど担当の室長のほうから

説明をいたします。 

 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進におきましては、ＤＶの相談体制

の充実、児童虐待対応との連携、民間シェルターへの支援や加害者対応などを盛り込んで

おります。 

 その下につきましては項目のみ御紹介させていただきますけれども、ストーカー事案へ

の対策の推進、セクシャルハラスメント防止対策の推進、人身取引対策の推進、インター

ネット上の女性に対する暴力等への対応、売買春への対策の推進について記載をしてござ

います。この部分の全文につきましては、資料１－２を参照いただきたいと思います。 

 男女共同参画基本計画におきましても、犯罪被害者等基本計画におきましても、性犯罪・

性暴力被害者への支援は重要な課題であると考えてございます。前回の会議でも配付させ

ていただきましたけれども、今年６月11日に性犯罪・性暴力対策の強化の方針を決定しま

して、令和４年度までの３年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間としまして、関係府

省が取組を強化することとしてございます。この方針の具体的な内容につきまして、担当

室長から説明させていただきます。 

○内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長 暴力対策推進室長をしております吉田

と申します。よろしくお願いいたします。資料１－５に基づきまして、「性犯罪・性暴力対

策の強化の方針」の概要について御説明いたします。 

 最初に、審議官から説明しましたとおり、性犯罪・性暴力対策については、令和２年度

から４年度までの３年間を集中強化期間として取り組むこととしております。もともと３

年前に刑法の性犯罪部分の改正があり、その中で３年後検討という規定がございました。

刑法の検討だけではなく、被害者支援ですとか加害者対策、教育・啓発、そういったもの

を総合的に行う必要があるということで、内閣府を中心に関係府省会議というのを立ち上
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げまして、取りまとめたものでございます。 

 内容としては、真ん中の下のほうに５つ柱が並んでおりますけれども、刑事法に関する

検討ですとか再犯防止施策、被害者支援、教育・啓発などがメニューとして入っておりま

す。 

 ２ページですけれども、刑事法に関する検討については、法務省において性犯罪に関す

る刑事法検討会を立ち上げまして、現在議論が行われております。再犯防止についても、

専門的プログラムの拡充ですとか、様々な取組を盛り込んでおります。 

 ３ページからが被害者支援になります。内容として、７番から10番が警察の取組になり

ますけれども、被害届が出された場合の即時受理ですとか、二次被害の防止ですとか、全

国共通番号の周知などが盛り込まれております。 

 性犯罪・性暴力被害者支援のためのワンストップ支援センターの内容が11番以降に盛り

込まれております。 

 具体的には、警察のハートさんのような形で、全国共通短縮番号の導入ですとか、無料

化の検討を行うこと、またワンストップ支援センターについても周知が足りておりません

ので、広報周知を行っていく。例えば、中高生に学校を通じて周知していくことですとか、

あるいは地域の、例えば産婦人科医に被害者が行ったときに、ワンストップ支援センター

につながるように、地域の関係機関への周知なども進めることにしております。 

 また、若い方が被害に遭われていますけれども、最近の若い方はなかなか電話で相談す

ることに慣れていないということもありますので、ＳＮＳ相談を実施していきたいという

ふうに考えておりまして、今年度も10月から１月にかけてできるように現在準備をしてお

りますけれども、来年度からの本格実施に向けて準備を進めたいと思います。 

 また、15番ですけれども、夜にも被害に遭われる、あるいは夜になると過去の被害を思

い出すということもありますので、そういう方に対応していく必要がある。一方で、24時

間365日化を推進しておりますけれども、現在、20都道府県にとどまっておりまして、なか

なか難しいという現状もあります。そういう意味で今回、夜間休日コールセンターという

のを国のほうで設けて、また一方で、緊急対応のときには都道府県の支援体制と連携でき

る体制を整えていこうと考えております。 

 16番ですけれども、ワンストップ支援センターについては、各都道府県に１つ設置する

という目標を３次計画の中でも書いていただきまして、２年前の10月に実現しております

けれども、各県１個であればアクセスが困難だということもありますので、増設を進めて

いきたいというふうに考えております。 

 次の４ページになりますけれども、特に性犯罪・性暴力の被害者につきましては、緊急

避妊、証拠の採取、性感染症予防など、医療との連携が重要になりますので、そういった

病院との連携ですとか、あるいは都道府県などの行政、警察、弁護士、婦人相談所、児童

相談所などの関係機関との連携を強化していきたいと考えておりまして、そのために、ま

ず国レベルで検討の場を置いて、自治体のほうにこういうふうに進めていきましょうとい
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うことを示しながら推進していきたいと考えております。また、そういった地域での連携

を進める上で必要となるコーディネーターの配置ですとか、事務職員の配置などの体制の

増強ですとか、研修の充実なども進めていきたいと思います。 

 21番ですけれども、性暴力の被害に遭われた方は中長期的なトラウマを抱えることも多

くありますので、そういったことに対応できる方への支援ですとか、あるいは就労や教育

で困難を抱える方もいますので、福祉部局等との連携などを進めていくこととしておりま

す。また、医療費負担の軽減ですとか、特に今回、性犯罪・性暴力については、障害者の

方も被害に遭われていることが多い、あるいは男性も一定程度被害に遭われているという

ことがありますので、そうした様々な被害者への対応ができるような支援実態の把握です

とか、研修の実施に取り組んでいくこととしております。 

 次のページですけれども、今回、教育・啓発も予防していく上で大事だということで、

性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための学校教育というのを進めていくことに

しております。具体的には、幼児期から「水着で隠れる部分」は他人に見せない、触らせ

ない、触られたら大人に言うですとか、例えば中学校・高校で「デートＤＶ」などを教材

としながら、相手が嫌がることをしないなど、そういったことを具体的に学校の中でも教

えていく取組をしていきたいと考えております。 

 また、27番ですけれども、ＳＯＳを子供が出したときに相談を受ける体制をしっかり整

えるですとか、あるいは次のページになりますけれども、わいせつ行為を行った教員等の

厳正な処分など、教育関係の取組をさらに進めていくとともに、啓発も強化していきたい

と考えております。 

 以上が、今回まとめた強化方針の骨子概要になりますけれども、こういった政策だけで

はなく、さらに政治的なメッセージもしっかり出していこうということで、次のページに

橋本大臣からのメッセージを掲載しております。 

 また、その次のページになりますけれども、今回の性犯罪・性暴力対策の強化の方針に

ついては、７月１日に総理からもワンストップ支援センターの充実ですとか教育の強化に

言及いただき、あるいは骨太の方針でも、この強化の方針に基づいて、今後３年間を集中

強化期間として様々な取組を強化するということを明記してございます。 

 説明は以上になります。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、男女案件について検討を行いたいと思います。資料１－１の関係府省庁の対

応案について、資料としてこれは事前に構成員の皆様にお配りしております。 

 まずは、事前に構成員の方々からいただいた資料１－６にあります御質問について、関

係府省庁から順次説明をお願いいたします。事前の御質問への回答が全て終了した後、さ

らに御質問がある方は挙手をしていただき、御発言を願いたいと思います。 

 それでは、まず警察庁からお願いいたします。 

○警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当） それでは、警察庁から御説明をいた
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します。 

 まず、１ページの中島構成員からの２番の御意見、性暴力被害者への避難等の支援に関

してです。シェルターへの入所については、例えば配偶者等からの身体的暴力や性的暴力

等の、いわゆるＤＶ事案のように、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が極めて

高いと認められる場合には、保護施設と連携を図りまして、被害者を安全な場所へ速やか

に避難させるなど、必要な対応を行っているところでございます。 

 また、部内のカウンセラーによるカウンセリングですとか、部外カウンセラーの診察料

を公費で負担する制度を運用するなど、精神的ケアにも配慮した取組を進めており、次期

の計画期間におきましても、これらの取組を推進していきたいと考えております。 

 次に、２ページ、中島構成員からの５番の御質問、ワンストップ支援センターへの支援

の充実に関してです。警察庁におきましては、計画案文でお示ししたとおり、内閣府及び

厚生労働省と連携し、ワンストップ支援センターにおける取組事例等の新たな内容を含む

資料の提供に努めるというふうにしておりますところ、次期計画案におきまして必要な予

算を精査した上で、その確保に努めてまいります。 

 次に、３ページ、中曽根構成員からの３番の御質問、ワンストップ支援センター開設・

運営の手引の改定要望についてでありますが、今申し上げましたとおり、内閣府及び厚生

労働省と連携いたしまして、ワンストップ支援センターの開設・運営のほか、同センター

における取組事例等の新たな内容を含む資料の提供に努めてまいることとしております。 

 次に、３ページの中曽根構成員からの４番の質問・御意見、性犯罪証拠採取キット整備

の取組についてでありますけれども、今年４月の時点で37の都道府県におきまして389の

医療機関等にキットが整備されておりまして、その中には病院拠点型ではないワンストッ

プ支援センターも含まれているところであります。引き続き、性犯罪証拠採取キットの整

備先機関の拡大に努めてまいります。 

 次に、５ページ、正木構成員からの３番の御質問、カウンセリング費用の公費負担制度

の公表時期についてでありますが、カウンセリング費用の公費負担制度の措置状況につき

まして、令和３年版以降の犯罪被害者白書において、利用実績に関する数字を公表するこ

ととしたいと考えております。 

 次に、５ページ、正木構成員からの５番と７番の御質問、警察職員に対する教育・研修

に関してです。要望番号172、232及び391に記載している計画案文につきましては、次期計

画では職員に対する研修の充実等という項目内の施策として、まとめて掲載する予定とし

ております。要望番号172と232に記載している計画案文は、性犯罪捜査に従事する警察官

等を対象とした研修の箇所のみを抜粋しているということから、このような記載となって

おります。 

 次に、７ページ、伊藤構成員からの１番の質問・御意見、「二次被害」への用語の統一に

ついてですが、「二次的被害」という用語は、犯罪被害者等基本計画をはじめ指針、地方公

共団体の条例等において広く用いられておりまして、また変更する理由も認め難いという
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ことから、次期計画においても「二次的被害」を用いることにいたします。 

 次に、７ページ、伊藤構成員からの２番の質問・御意見、犯罪被害者等施策講演会に関

してですが、これは平成19年から実施しているところでありますけれども、御指摘を踏ま

えまして、より効果的な実施方法等について検討してまいりたいと思います。 

 次に、７ページ、伊藤構成員からの３番の御意見、児童ポルノ事案への対応に関してで

す。子供の性被害は児童の心身に有害な影響を及ぼし、その人権を著しく侵害する極めて

悪質な行為であると認識しております。警察では、こうした低年齢児童を狙ったグループ

や、児童ポルノ販売グループによる悪質な事犯に対する取締りの強化を図るとともに、被

害防止教室の開催、啓発用リーフレット、ＤＶＤの作成・活用により、引き続き、被害の

未然防止に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○飛鳥井議長 それでは次に、内閣府お願いいたします。 

○内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当） 内閣府でございます。性犯罪・性暴力

被害者のためのワンストップ支援センター等につきまして、幾つか御意見・御質問いただ

いてございます。 

 先ほど御説明いたしましたとおり、関係省庁におきまして６月に強化の方針を取りまと

めまして、ワンストップ支援センターの強化につきましてもその中で方針を示してござい

ます。９月から関係省庁や全国知事会等によります強化検討会議を立ち上げまして、具体

的な内容を検討していくことにしてございます。その上で、個別の先生方の御質問に対し

てお答えをさせていただきます。 

 まず、中島構成員の質問番号２、性暴力被害者の滞在場所・位置につきましては、ワン

ストップ支援センターの利用者に対してどのような支援ができるかということにつきまし

て、婦人保護事業との連携も含めて、先ほど申しました強化検討会議の場において検討を

してまいりたいと考えてございます。 

 中島構成員の質問番号５、センターの強化につきましては、これも先ほど御説明したと

おり、支援拠点の増設、関係機関との連携強化、緊急時への対応など、具体的な検討を進

めたいと考えてございます。 

 予算につきましては、内閣府におきまして、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金

によりまして、都道府県のワンストップ支援センターの事業費等を補助し、センターの運

営の安定化、支援の質の向上を推進してございます。今年度、令和２年度の予算は約２億

4,700万円と、前年度、令和元年度から増額しております。前年度は２億1,000万円でござ

いました。引き続き、ワンストップ支援センターの強化と併せて、必要な予算確保につい

て努めていきたいと考えてございます。 

 次に、中曽根構成員の質問番号４にございます証拠採取につきましても重要な課題と認

識してございます。キットの整備ですとか、採取する体制、証拠の保管など、警察庁等と

連携しながら、強化検討会議において検討してまいりたいと考えてございます。 
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 中曽根構成員の質問番号６、男性被害者の相談しやすい工夫に関する御意見につきまし

て、ワンストップ支援センターでは、相談者の性別にかかわらず相談を受け付けてござい

ます。昨年行いました調査におきましては、電話相談の１割が男性でございました。来年

度にもワンストップ支援センターにおける障害者、男性等の支援の状況についての事例調

査・分析を行い、男性に対する広報や支援を含め、必要な取組や好事例を共有し、取組の

充実を図ってまいりたいと考えてございます。広報に当たっても、ここは検討してまいり

ます。 

 それから、正木構成員の質問番号２、被害者の居住、就労支援につきましては、ワンス

トップ支援センターが被害者のニーズに沿った支援を行えるように、就労、福祉、居住を

含めた様々な支援を行う地域の関係機関と連携していくことが重要と考えてございます。

内閣府といたしましては、交付金等を活用し、その役割を担うワンストップ支援センター

におけるコーディネーターの配置、常勤化や地域における連携強化を推進してまいりたい

と考えてございます。 

 正木構成員の質問番号４、国が事業主体となってワンストップ支援センターに関与でき

ないかという御質問でございます。被害者の支援に当たりましては、警察、病院等の地域

の社会資源と連携しながら取り組む必要がございます。そういうことで、都道府県がワン

ストップ支援センターの設置主体となることが必要であると考えてございます。 

 これに基づきまして、第３次犯罪被害者等基本計画等に基づいて、平成30年10月に各都

道府県に１つのセンターの設置を実現したところでございます。ただ一方で、都道府県ご

とに支援の質にばらつきがあるという指摘があることもございまして、今回、強化検討会

議を国のレベルで開催し、地域の関係機関の連携強化等について一定の結論を出した上で、

各都道府県の取組を、交付金による補助を含めまして、さらに推進してまいりたいと考え

てございます。 

 また、被害者が全国どこでも、いつでも必要な相談ができることが重要でございますけ

れども、都道府県によっては24時間365日の対応が困難という声があることや全国知事会

からの要望も踏まえまして、来年度国において夜間休日コールセンターを整備するなど、

国としての必要な役割を果たしてまいりたいと考えてございます。 

 正木構成員の質問番号６、センターの周知につきましては、先ほど中島構成員の質問番

号６にもございましたけれども、これも非常に重要であると考えてございます。このため、

全国共通の短縮電話番号を本年10月に開設いたしますとともに、11月の女性に対する暴力

をなくす運動では、今年は性暴力をテーマとし、相談窓口の周知を行ってまいります。 

 また、教育委員会と連携して、高校や中学校での周知、大学のオリエンテーションの機

会での周知、さらには地域の産婦人科などからもワンストップ支援センターにつながるこ

とができるように、地域の関係機関への周知の強化に努めてまいりたいと思います。 

 また、若年層が相談しやすいように、ＳＮＳを活用した相談を実施してまいりたいと考

えてございます。 
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 以上でございます。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 続いて、文部科学省お願いいたします。 

○文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課課長補佐 文部科学省で

ございます。 

 まず初めに、中曽根構成員からいただきました、教職員の方への被害児童・被害児童の

親への理解・配慮、それから他機関との連携強化をお願いいたしますという御意見につい

てでございます。 

 これにつきましては様々な教員の研修の機会がございますので、そういった教職員の研

修におきまして、性的な被害を受けた児童生徒に対する配慮に係る内容を含めることです

とか、あるいは被害児童に対応する場合の関係機関との連携の重要性、こういったことに

ついて周知をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 続きまして、性犯罪・性被害の教育に関しまして、正木構成員からは教育体制、教育内

容について教えてほしいという御質問、それから関連しまして、中島構成員からは性犯罪・

性暴力の被害者のための強化の方針、これを受けて、今後どのような教育を指導されるの

か教えてほしいという御質問をいただきました。 

 まず、現状の教育の内容につきましてですけれども、性に関する指導につきまして、小・

中・高校における学習指導要領に基づきまして、児童生徒が性に関して正しく理解し、適

切に行動を取れるようにすることを目的として、体育科、保健体育科や特別活動、あらゆ

る教育活動を通じて実施をしているところでございます。 

 これに限らず、犯罪被害に遭わないための安全教育として、例えば小学校の１年生、低

学年、こういった子に対しては知らない人にはついていかないですとか、こういった犯罪

に巻き込まれないための防犯教育なども推進しておりますし、また情報モラル教育といた

しまして、ＳＮＳを通じた、知らない人とつながったときの危険性ですとか、こういった

ことも指導しているところでございます。 

 そして、方針を受けて、今後どう取り組んでいくかというところでございますけれども、

先ほど内閣府の暴力対策室長からも御説明がありましたけれども、方針の中でも発達段階

に応じた教育内容を幾つか例示させていただいておりまして、この例示させていただいて

いる内容を、まずは推進していくことになるかなと考えております。 

 これまで取り組んでいない学校がいきなり始めようとしても、なかなかハードルが高い

ということもありますので、今、内閣府と文科省で連携いたしまして、ここで例示させて

いただいているような内容を分かりやすい教材にして、あるいは先生方が指導に使えるよ

うな指導の手引のようなものをまずは作成して、次年度以降、各地方、学校で取り入れて

いただけるように推進していければと考えているところでございます。 

 最後ですけれども、正木構成員から性教育関連で様々御意見・御質問をいただいている

ところでございます。性被害や性暴力の防止の教育につきましては、今ほど私が申し上げ
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たように、これまでも発達段階に応じた指導というのを様々やってきているところでござ

いますけれども、方針を踏まえまして、この計画案文にも性犯罪・性暴力の加害者、被害

者、傍観者にならないよう、子供の発達段階に配慮した教育の充実を図るというふうに記

載いたしまして、より学校における取組の充実を図ってまいりたいと考えておるところで

ございます。 

 また、学校における発達段階に応じた性に関する指導につきましては、学習指導要領に

基づきまして、主に体育科、保健体育科の教員、それから養護教諭、学級担任等によって

行われているところでございます。また、学校の実情に応じてではございますけれども、

地域の医療機関等と連携いたしまして、産婦人科医や助産師等の外部講師を活用して行わ

れている場合もあると承知しているところでございます。 

 以上でございます。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは最後に、厚生労働省から説明をお願いいたします。 

○厚生労働省政策統括室室長補佐 厚生労働省です。それでは、いただいた質問について

順番に回答させていただきます。 

 まず１ページ目、中島構成員からいただいております、通し番号１番の質問についてで

ございますけれども、婦人保護施設では利用者の衣食住を安定的に提供し、心理療法担当

職員による心理的ケアや個別対応職員などを配置し、支援体制の充実を図り、自立に向け

た支援を行っておりますけれども、全国的に利用率が低下傾向にあり、平成29年の年間平

均入所者数は304名、定員充足率は23.6％という状況にございます。 

 御指摘の調査研究結果では、婦人保護施設において、性暴力被害を受けたと思われる入

所者に行っている支援として、警察との連携と回答した施設は65.6％であり、今後も警察

等との連携が重要になると考えております。引き続き、施設の利用を必要とする方が適切

に利用いただけるよう、周知などを図ってまいりたいと考えております。 

 若年女性を対象とした婦人相談所などの公的機関と民間支援団体との連携による居場所

の確保などの支援を行う若年被害女性等支援モデル事業においては、婦人相談所のほか、

児童相談所や福祉事務所、警察、医療機関などの機関が幅広に連携して支援に参画するこ

とを想定しており、実施状況も踏まえた本格実施に向けた検討の中で、具体的な箇所数な

どについて整理していきたいと考えております。 

 続いて、２番ですけれども、婦人保護施設については、昨年10月、「困難な問題を抱える

女性への支援のあり方に関する検討会」で取りまとめられた中間まとめにおいて、新たな

制度の下で提供される支援の在り方として、多様なニーズに対応し、一人一人の意思を尊

重しながら、その者の持つ潜在的な力を引き出しつつ、本人の状況や希望に応じた伴走型

支援を目指し、施設入所だけでなく、通所やアウトリーチなど、本人のニーズに応じて必

要な支援が行えるような制度としていくことが求められているとされております。 

 現行の婦人保護事業では、必ずしも十分な対応ができていない支援の体系や施設におけ
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る支援の在り方などについては、今後の具体的な制度設計に関する議論の中で検討してい

きたいと考えております。 

 続いて、３番でございます。「ＰＴＳＤ対策専門研修」は、トラウマに対する心のケアに

おいて必要な知識を系統的に習得させることを目的とする「通常コース」のほか、最先端

の専門的知識や技術の習得を目的とする「専門コース」、さらに犯罪・性犯罪被害者への適

切な対応を行うために必要な専門的知識と治療対応の習得を目的とする「犯罪・性犯罪被

害者コース」といった複数のコースを設置しております。構成員からの御意見も踏まえて、

今後の研修の在り方を検討していきたいと考えております。 

 続いて、４番でございます。特定行為については診療の補助行為であって、看護師が手

順書により行う場合に、実践的な理解力・思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な組織

及び技能が必要とされています。具体的には、直接動脈穿刺法による採血といった先取性

の高い技術的な行為であったり、インシュリンの投与量の調整といった高度な判断を伴う

行為でありまして、255から700時間の研修が課されているところです。 

 証拠採取の業務に含まれる検体採取などの診療の補助行為については、既に一般的に看

護師が短時間の研修で行うことが可能な業務と認識されており、看護師の特定行為研修制

度に位置付けることはなじまないのではないかと考えております。 

 なお、診療報酬は、提供される医療サービスの対価として診療に要する費用などを勘案

して定められるものでありますので、単に医療機関における当該看護師の体制整備等のた

めに診療報酬上の評価を行うことはなじまないと考えております。 

 続いて、７番でございます。研修の実施についてですけれども、医療従事者に対する犯

罪被害者の支援やケアについての研修は、ＰＴＳＤ対策専門研修の実施により、必要な知

識や技術、治療対応の習得を支援していきたいと考えております。犯罪被害者等基本法に

基づく拠点病院設置の必要性につきましては、本法の主管省庁である警察庁において検討

がなされるものと考えておりますけれども、厚生労働省としても性犯罪・性暴力被害者に

対する支援が重要であると認識しているため、現在、病院へのワンストップ支援センター

の設置について、内閣府とも連携しながら取り組んでいるところでございます。当該セン

ターを通じて、犯罪被害に遭われた方に対し、適切な支援を行うことができる病院等につ

なげることができるよう、引き続き内閣府と連携し、協力しながら取り組んでまいります。 

 続いて、中曽根構成員からいただいている御質問でございますけれども、１番でござい

ます。性犯罪被害者の自助グループの継続支援について、直接的な支援は行っておりませ

んが、犯罪被害者など心身の健康の回復などに中長期的な支援を必要とされる方に対して

は、現行の婦人保護事業の枠組みでは、婦人保護施設において心理療法担当職員や個別対

応職員などを配置し、自立に向けた支援を行っているところでございます。 

 続いて、２番でございます。婦人保護事業は、昭和31年制定の売春防止法に基づき、売

春を行うおそれのある女子を保護する事業として発足しております。その後、支援のニー

ズの多様化を踏まえ、ＤＶ被害者やストーカー被害者などについても事業の対象として運
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用し、さらには事業開始当初は想定されなかった性暴力・性被害に遭った10代の女性の支

援といった支援ニーズへの対応も長らく求められているところでございます。 

 こうした婦人保護事業を取り巻く現状や課題を踏まえ、平成30年７月に設置しました「困

難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」において見直しの議論が進めら

れ、昨年10月に中間取りまとめとして、「婦人保護事業の見直しに関する新たな制度の基本

的な考え方」が取りまとめられました。この中間まとめでは、女性は男性に比べ、性差に

起因する様々な社会的に困難な問題に直面し、心身面や社会的な面で複合的な課題を抱え

ることが多いということを踏まえ、人権の擁護と男女平等の実現を図ることの重要性に鑑

み、様々な困難な問題に直面する女性を対象とした包括的な支援制度が必要であるとされ

ています。 

 女性が抱える困難な問題は、近年、複雑多様化・複合的なものとなっており、売春防止

法を根拠とした従来の枠組みでは対応に限界が生じているという認識の下、見直しの方向

性としては、法制度上も売春防止法ではなく、新たな枠組みを構築していく必要があると

されており、この基本的な考え方に沿って、具体的な制度設計に向けて議論を加速するこ

ととしています。 

 最後に、正木構成員からいただいている御質問でございますけれども、２番でございま

す。現行の婦人保護事業の枠組みにおいて、婦人相談所、一時保護所、婦人保護施設での

支援に対する補助を行っております。現行の枠組みの中で、警察とも連携しながら、取組

を進めてまいりたいと考えております。 

 若年被害女性等支援モデル事業における居場所の提供に関する支援については、若年被

害女性等の身体的・心理的な状態であったり、家庭環境により一時的に安心・安全な居場

所での支援が必要と判断した場合に居場所を提供し、食事の提供などの日常生活上の支援、

不安や悩みなどに対する相談支援を実施しております。 

 ８番についてですけれども、御指摘の内容については重要であると認識をしております。

第４次犯罪被害者等基本計画において、民生委員・児童委員が犯罪被害者等も含め、地域

住民に対する適切な相談支援を行うことができるよう、その資質向上のための研修の実施

を支援することとしております。 

 厚労省からは以上になります。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、構成員の方々から御意見を伺いたいと思います。どなたからでも結構ですの

で、男女案件に関する関係府省庁のただいまの検討結果につきまして、御意見・御質問の

ある方は挙手をお願いいたします。それから、ふだんよりもちょっとゆっくり目にお話し

いただけると、皆さん分かりやすいと思いますので、お願いいたします。 

○飛鳥井議長 それでは、中島構成員。 

○中島構成員 丁寧な御説明ありがとうございました。２つ質問があります。１つは内閣

府に対して、もう一つは文部科学省に対してです。 
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 内閣府に対しての質問です。ワンストップ支援センターの増設を行われるということは

非常に喜ばしいと思っております。増設の目標はどのように立てられているのかなと思い

ました。おっしゃるとおり、各県に１つでは全然足りない状況、アクセス困難という問題

があると思います。例えば人口何万人当たりには１か所になるようにとか、あるいは各都

道府県に最低何か所とか、何かそういう目標を立てていらっしゃるかどうかというのをお

伺いしたいと思いますので、内閣府からお願いします。 

○内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長 内閣府でございます。中島先生からは

ワンストップ支援センターの増設に関する数値目標、例えば人口比などを設けるかという

お話がありました。ワンストップ支援センター等の増設という方針は示しておりますけれ

ども、実際にどのような形のものをワンストップ支援センター等として増やしていくかで

すとか、これから地方自治体と相談をしていかないといけない状況ですので、今現在の時

点でこれをどういうふうに目標を立てるかということについては、まだ方向性は考えてお

りませんけれども、今後９月以降、地方自治体等とも相談しながら、しっかり検討してい

きたいと思っております。 

 なお、その際に、人口比という話もありましたけれども、例えば北海道のような広い道

県では、アクセスをしやすいかという観点もありますので、必ずしも人口比だけではなく、

広さですとかアクセスのしやすさ、そうしたものを踏まえて、各地方自治体の実情に応じ

て広げていくことが大事だと思っております。 

 以上です。 

○飛鳥井議長 ほかの方、いかがでしょうか。正木構成員お願いします。 

○正木構成員 まず１点、文科省に対してなんですけれども、性教育の充実・取組という

のは大変重要だと思っているのですけれども、今現在それに取り組んでおられるというこ

となんですけれども、これはより取組を強化していかなければならない事項であると考え

ておりますが、計画案文に入れないということですけれども、なぜこれだけ重要なことを

計画案文に入れないのかというところについてお答えいただきたい。 

 それから、性教育はだれが担当しているかということで、保健体育科の先生ないしは担

任というお話があったんですけれども、担任等から被害を受けるケースも報道されている

と思うんです。そういう場合に、担任が性教育をすることに対しての問題点をどのように

認識されておられるのか。そして、このようなことが起こり得るということで、どのよう

な配慮を考えておられるのか、その点について文科省にお尋ねしたいと思います。 

 それからもう１点、内閣府に対してなんですけれども、ワンストップ支援センターの関

係です。事業主体として、国が事業主体になることはできないかという質問を投げたわけ

ですけれども、先ほどもちょっとお答えがありましたけれども、ワンストップ支援センタ

ーについてはアクセスが非常に重要だと考えています。どこからでも何とかアクセスがで

きるところにワンストップ支援センターが存在することが重要だと思うんですけれども、

そうなると地方公共団体に任せていては偏在というものが生じて、アクセスの不便なとこ
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ろになかなか設置できないという状況が出てくるのだと思います。 

 そういうことを考えると、アクセス障害をなくすという点から、そういうアクセスの困

難なところに関しては、国が事業主体となって積極的に推し進めていく必要があるのでは

ないかと考えるところなんですけれども、その点についての御見解をお聞きしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○飛鳥井議長 よろしいでしょうか。 

○文部科学省 文部科学省でございます。性教育、性に関する指導について御意見をいた

だきました。 

 性教育の充実につきまして、なぜ計画案文に入れないのかということでございますが、

性に関する指導に関して、書き方が少し誤解を招くような書き方をしてしまったところな

んですけれども、要は性被害、性犯罪を予防する教育につきましては、先ほど御説明申し

上げましたように、これまでも文部科学省全体で取り組んでおります。それを引き続き推

進するとともに、性被害・性犯罪予防に関する教育につきましては、計画案文に書かせて

いただきましたとおり、性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、子供

の発達段階に配慮した教育の充実を図るため、教材や啓発資料の作成等を推進するという

ふうにございまして、性犯罪・性暴力対策の強化の方針に基づきまして、先ほど内閣府等

からも御説明があったとおり、水着で隠れる部分については触らせない、もし触られたら

大人に言うなどの取組を強力に推進していきたいと考えているところでございます。 

 また、学級担任等から性被害がある場合もあるということで、それについてどう考える

のかということなんですけれども、わいせつ行為をするような教員に対しては、先ほども

申し上げたような性犯罪・性暴力対策の強化の方針において、わいせつ行為を行った教員

等の厳正な処分というところで取組を推進する予定でございます。 

 確かに学級担任が性に関する指導をやりにくいとか、やることに対する課題というもの

がございます。学校によっては、その場合に、先ほども少し御説明させていただきました

が、地域の産婦人科医ですとか助産師さん等に御協力をいただきまして、学校における性

に関する指導を行っているところでございます。 

 以上です。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。時間が押していますけれども、それではもう一

つ、正木構成員から御質問がありました人口過疎地でのワンストップ支援センターの利用

について、あるいはアクセスについて内閣府から。 

○内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長 内閣府でございます。ワンストップ支

援センターについて、例えばアクセスが困難な場所においては、国の責任においてしっか

りと推進すべきでないかというお話をいただきました。 

 ワンストップ支援センターについては、先ほども説明をいたしましたとおり、地域にお

ける警察ですとか、病院ですとか、あるいは弁護士会ですとか、様々な関係機関と連携し
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てワンストップ支援センターとしての機能を果たしていく必要があります。 

 そういう意味でも、地方公共団体においてしっかりと整備をしていく。特に、今回ワン

ストップ支援センター、今あるものを必ずしも増やしていくだけではなく、例えば地域に

おける公立病院ですとか、そういうところなども活用しながら、支援拠点というのをしっ

かり増やしていきたいと考えております。そうしたときには、都道府県において、事業主

体として責任を果たしていただくとともに、内閣府としても、例えば交付金ですとか、あ

るいは一定の方向をしっかり示していくですとか、そういう形で後押しをしていきたいと

考えております。 

 なお、全てを国が行うというよりも、都道府県がしっかりと責任を持って行う、行政と

しても、またそうしたことを議会としてもきちんとチェックしていく、そうしたことが重

要であると考えております。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 中曽根構成員お願いします。 

○中曽根構成員 説明ありがとうございました。内閣府の方にお願いしたいんですけれど

も、先ほど医療機関併設型でないワンストップ支援センターにも性犯罪の証拠採取キット

が整備されているところがあるというふうに御説明がありましたが、389の中、ワンストッ

プ支援センターでそういう証拠採取キットが整理されているところというのはどのぐらい

あるんでしょうか。現実に冷凍庫などを用意したりしながら、証拠能力を維持するという

ことはとても大変なことだと思われます。ですので、一体どのくらいの民間のワンストッ

プ支援センターにそういうものがあるのかということがもしお分かりだったら、教えてい

ただきたいと思います。これが１点目。 

 もう一つ、２点目は厚生労働省の方にお願いしたいんですが、先ほど内閣府と連携をし

て、拠点病院を増やしていくということを考えているという説明がありました。現実、産

婦人科医の先生方は全国的に不足しているというか、実際そういうふうだと思うんですよ

ね。そういう中で、医師も結構負担がかかることだと思うんですけれども、そういう意味

では日本医師会とか、あるいは全国の産婦人科医会に国としてというか、省庁としてお願

いをして、医師の協力を求めるようなことというのはもちろんやっておられるということ

でよろしいんでしょうか。 

 以上です。 

○飛鳥井議長 内閣府と厚労省お願いいたします。 

○内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長 内閣府でございます。いわゆるレイプ

キット、証拠採取用のキットの配備状況につきましては、先ほどの答弁が389というのは警

察庁のほうからのお答えがありましたが、実際、今、ワンストップ支援センターでどれだ

け配備されているかというのは、内閣府で正確には把握していませんけれども、幾つかの

ワンストップ支援センターにおいては、キットが配備されていまして、もし被害者がいて、

病院などに行くというときにはそのキットを併せて持っていって、そこで採取するという
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ことをしていると承知しています。 

 また、都道府県によっては、病院の中にワンストップ支援センターが置かれていまして、

そこで証拠を採取して、そのまま超低温の冷凍庫で証拠を保管しているというところもご

ざいます。 

 ただ、そうした設備を持つには難しいところもありますので、例えば別の県ではござい

ますけれども、ワンストップ支援センターで証拠採取キットを持っている、あるいは病院

で証拠採取キットを持っている、そこで採取をして警察に連絡すると、警察が24時間以内

に来てくれて、その証拠を匿名で保管をしてくれる、被害届がなくても保管をしてくれる

という取組をしていただいている都道府県もあります。 

 そうした好事例などを把握しながら、証拠採取の在り方、すなわちそういったキットを

どのように配備するか、どのように採取をするか、またどのように保管をしていくかとい

うのを関係省庁と今後検討して、地方自治体に考え方を示し、証拠採取というのがより円

滑にできるように、より多くのところでできるように進めていきたいと考えております。 

○厚生労働省政策統括室室長補佐 厚生労働省でございます。先生から御指摘いただい医

師会等への要請について、現時点では実施しているかどうか確認できていないんですけれ

ども、御指摘を踏まえて、適切に対応するようにさせていただきたいと思います。御意見

ありがとうございました。 

○飛鳥井議長 それでは、ちょっと論議が尽きないのですが、あと２つ議題が残っており

ますので、一旦この議案についてはここで終わりたいと思います。 

 それで５分ほど休憩をいただいて、この会場内を換気しないといけませんので、しばら

くお時間いただければと思います。 

（ 休   憩 ） 

○飛鳥井議長 皆さんおそろいでしょうか。聞こえていますでしょうか。 

 それでは、議事を再開したいと思います。申し訳ないことにストレスを感じる会議とな

ってしまいましたけれども、今の議案についても恐らく御意見ほかにもある方おありにな

ると思いますので、書面でまた追加していただければと思います。また、皆さんの中で書

面で共有していただいた御意見を踏まえまして、関係省庁において改めて計画案文を検討

し、次回の会議までに再度お示ししていただければと思います。 

 それでは、次に議題の２つ目であります、第３次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評

価案について検討を行いたいと思います。第３次基本計画の評価案につきましては、本年

１月の第29回会議において一度御議論いただき、構成員の皆様から御了承いただきました

が、再度お示しした上で、最終的な評価として確定していただくこととしておりました。

本日、改めて評価案を検討したいと思います。 

 まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 事務局でございます。それでは、資

料２－１の評価案を御覧ください。 
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 この資料は、第29回会議でお示しした第３次基本計画の評価案を基に、今回修正した部

分を赤字の見え消しで表記したものでございます。事務局において、資料２－２にありま

す、構成員の方々から事前に提出いただいた御意見等を踏まえて、修正案を作成したもの

でございます。 

 まず、評価案１ページ目の１、損害賠償の請求についての援助等の評価についてですが、

川出構成員から、講じられた主な施策の記載と評価の記載が対応するよう、調査に関わる

事項を評価に加えたほうがよいとの御意見をいただきました。これにつきましては、日弁

連の協力を得て実施した調査について追記をしております。 

 次に、評価案１ページ目の２、給付金の支給に係る制度の充実等にある、カウンセリン

グ等心理療法の費用の公費負担の評価の３行目に関して、正木構成員から、臨床心理士資

格等を有する警察部内カウンセラーが相当数配置されたという記載を、具体的な数値に表

現できないかと御意見をいただきましたので、具体的な数値を記載しております。 

 また、心理療法の費用の公費負担に関して、中曽根構成員から、犯罪被害者支援団体の

相談員・支援員の研修等でも周知徹底をしてほしい旨の御意見をいただきました。この点、

都道府県警察において、民間被害者支援団体の支援員の育成や能力向上を目指した研修会

等に警察職員を派遣し、警察における施策等について説明を行っているところであり、そ

の中でカウンセリング費用の公費負担制度についても説明がなされていると承知しており

ます。御指摘を踏まえまして、引き続き、研修会等の場を通じて同制度の周知に努めるよ

う、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。 

 次に、評価案２ページ目のワンストップ支援センターの設置促進に関して、正木構成員

からワンストップ支援センターの設置促進の追記について御意見をいただきましたので、

その旨の追記を行っております。 

 そのほかに、若干語句等の訂正を行っております。 

 事務局からは以上です。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明のありました評価案につきまして、改めて御意見等がございま

したらお願いいたします。御意見のある方は挙手をお願いいたします。小木曽構成員。 

○小木曽構成員 ありがとうございます。小木曽です。 

 第２の２の最後の１行に「今後は、更なる体制の強化及び運用面の充実を図る必要があ

る」とあるんですが、そのうちの「更なる体制の強化」というのは何か具体的なイメージ

があるのであれば、一言でも書き添えたほうがいいような気がしました。 

 そういう目で、第４次基本計画を見ましたら、その14ページに（12）と（13）という記

述がありまして、そこに体制の強化が具体的に書かれていますので、恐らくそれがイメー

ジされているのではないかと思うんですが、それを３次の評価のほうに一言でも加えれば、

イメージが具体的になるかなと思いました。 

 以上です。 
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○飛鳥井議長 厚生労働省のほうで何かコメントありますか。 

○厚生労働省政策統括室室長補佐 厚生労働省でございます。御指摘を踏まえて、一度持

ち帰って検討させていただければと思います。 

○飛鳥井議長 よろしいでしょうか。持ち帰って検討していただくということです。 

 ほかの方、いかがでしょうか。伊藤構成員。 

○伊藤構成員 資料２－１の第３の刑事手続への関与拡充への取組について、評価のとこ

ろに「今後は、必要に応じて、犯罪被害者等の意見等も踏まえつつ」ということで文言が

入ったのは良かったと思います。ただ、「意見等も踏まえつつ」というのですが、せっかく

ですので、もうちょっと踏み込んで記載していただけないかなと思っています。 

 というのは、この手続への関与が拡充し、第３次計画というのがまさに進んできました

が、足りないところは何かというと、犯罪被害者の方の意見、評価、フィードバック、感

想といったものが入ってきてなかったというのが大きいので、その点を改善するというこ

とをきちんと。法務省として被害者に対して、被害者自身の声を反映させて制度を改善し

てくんだというのを明記していただきたいと強く思っていますので、この辺の御検討をお

願いします。 

 もう１点は、第５の国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組について、評価がず

っと書いてあるんですけれども、一般的過ぎるのかなと思います。以前の検討でも同じこ

とが言われていたことかと思うので、もう少し国民の理解の増進に向けて、第３次計画の

中で足りなかったこと、例えば、若い人へのこういう被害者支援の浸透はなかなか入って

いっていません。毎年犯罪被害者週間で全国大会などがありますが、そのときの反省など

も踏まえて、踏み込んだ形の評価が入ったほうがいいのかなと思っています。 

 以上です。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、まず法務省のほうから、現在の刑事手続について、犯罪被害者の方たちから

のフィードバックを少し反映するようなことについて、何かコメントがあれば。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。御指摘をありがとうござい

ました。 

 犯罪被害者の方の置かれた立場ですとか状況に配慮しつつ検討を進めることは、当然の

ことでございまして、いただいた御指摘を踏まえつつ、どんなことが書けるかということ

で検討を進めたいと思います。 

○飛鳥井議長 ありがとうございます。よろしいですか。 

 それでは次に、これは警察庁がよろしいですか。国民の理解を進めるということの第４

次基本計画に向けた課題、どういうところがまだ課題なのかというところ、何かコメント

があればお願いします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 警察庁でございます。いただいた御

指摘を踏まえまして、こちらの国民の理解の増進の書きぶりについて、次回までに検討し
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たいと考えております。 

○飛鳥井議長 よろしいでしょうか。 

 それでは、いただいた御意見を踏まえまして、また改めて各省庁で検討いただいて、最

終的な評価として確定していきたいと思います。 

 それでは次に、議題の３つ目のその他についてですが、新たな基本計画の骨子（案）に

ついての検討を行いたいと思います。 

 まずは事務局から、資料の説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 事務局でございます。まずは資料３

－１の骨子（案）を御覧ください。 

 新たな基本計画の名称にあっては、仮称ですが、第４次犯罪被害者等基本計画としてお

ります。 

 １枚おめくりください。まず、基本計画の計画期間にあっては、現行の第３次基本計画

と同様に５か年としております。４つの基本方針、５つの重点課題及び推進体制について

も、第３次基本計画から引き続き維持することとしております。 

 なお、本年１月の第29回会議においては、新たな基本計画においても５つの重点課題を

維持するか否かについて御検討いただきましたが、その際には、これを維持するという御

意見でありました。 

 それ以降のページには、具体的な施策の計画案文について記載しております。ここに記

載してあります計画案文は、資料３－２の対比表にある計画案文と同じものを記載してお

ります。 

 なお、新規の計画案文や現行の第３次基本計画から変更した部分については、分かりや

すいように事務局のほうで下線を引いております。また、記載している計画案文は、新た

な基本計画となる全ての案文がそろっているわけではなく、本日の会議の時点までに関係

府省庁から提出していただいた第１次案を記載しております。骨子（案）の中で【Ｐ】と

記載している部分や、現在関係府省庁で検討いただいている案文については、次回の会議

までに改めてお示ししたいと考えております。 

 次に、資料３－２の対比表は、第３次基本計画と新たな計画案文を対比したものでござ

います。 

 事務局からは以上です。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、新たな基本計画の骨子（案）について検討していきたいと思います。この骨

子（案）と対比表については、事務局から構成員の方々に事前にお送りして、御検討いた

だいているところですが、本日の会議と次回の会議の２回で検討を行う予定としておりま

す。 

 本日の会議では、今の時点でお気づきのところについて、御意見・御質問を伺えればと

思います。なお、構成員の皆様には、さらに今後、この資料を御検討いただき、御意見等
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を事前に提出していただきまして、その上で各省庁から回答いただいて、９月の会議でさ

らに議論を行いたいと思います。 

 具体的な内容についてはまた後半お伺いしますので、まずはじめの議論として骨子（案）

の大枠について、新たな計画案文の名称及び計画期間、基本方針、重点課題、推進体制に

ついて御意見等があればお願いいたします。大枠等について特に御意見がなければ、御了

承していただいたとしていただきますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御異論はないようですので、新たな計画案文の名称等については、ひと

まず了承されたものとします。今後の検討において修正等を行う必要が出てきた場合には、

改めて検討したいと思います。 

 続きまして、骨子（案）のうち、具体的な施策の計画案文について御意見等があればお

伺いしたいと思います。これからの時間とそれから次回の会議で、またこの点については

御意見を伺いますが、今日のところは、構成員の皆さんから今の時点でのコメントをいた

だければと思いますので、できればお一人、お一人から御意見を伺えればと思います。 

 では、どなたからでも結構ですので、御意見をお願いできますでしょうか。中島委員ど

うぞ。 

○中島構成員 まだ全体を読み込めていないところがあるので、今日のことに関連したと

ころで御検討いただきたいと思いましたのが、第５章の国民の理解の増進と配慮・協力の

確保の取組のところです。文部科学省のほうで（３）に子供たちに対する学習の充実が書

かれていると思いますが、本日、性犯罪・性暴力対策の強化の方針に当たって、かなり踏

み込んだ文部科学省の方針が出されたと思います。 

 それは非常に評価しているところで、なぜかというと、今までこの項目、実際に子供た

ちに犯罪被害防止教育、対応策教育という項目がずっと盛り込まれない状況にあったとい

ういきさつがありました。ぜひ今回の性暴力対策強化の方針で出た内容をしっかり案文と

して盛り込んでいただきたいと思っておりますので、文科省にはよろしく御検討いただき

たいと思います。 

○文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課課長補佐 文部科学省で

ございます。御指摘ありがとうございます。 

 先ほどの質問の回答でも触れさせていただきましたけれども、６月の政府の強化方針を

踏まえまして、性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないような、子供の発達

段階に配慮した教育の充実を図るといった内容の文言をこちらにも記載する方向で検討を

進めたいと考えております。ありがとうございます。 

○飛鳥井議長 ほかの構成員の方、いかがでしょうか。太田構成員お願いします。 

○太田構成員 太田です。第２の２の11ページになりますけれども、安全の確保のところ

にある２の医療観察制度における加害者の処遇段階に関する情報提供の適正な運用という

ところについてお尋ねしたいと思います。 

 これは新たに入った案文だと思いますけれども、私、この制度を詳しく知らないもので
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すから、現在、医療観察制度における対象者の処遇段階における情報提供について、どの

程度提供がなされていて、今度は「一層円滑かつ適正な運用に努める」とあるので、どこ

に不足があるというふうにお考えになられているのか、これについて確認させていただけ

ればというのが１つ目です。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。今御指摘いただきました医

療観察制度における加害者の処遇段階等に関する情報提供でございますが、これは平成30

年７月から始めております。対象者の処遇段階がどうなっているかということについて情

報提供するものでございますが、制度自体始まった段階で、まだ日がそれほどたっており

ませんので、今後はさらに円滑かつ適正な運用に努めるという趣旨で、今回新たに書かせ

ていただいたものでございます。 

○飛鳥井議長 それでは、もう一つの御質問お願いします。 

○太田構成員 今の点についても、具体的にどういった内容を情報提供しているのかとい

うのがもし分かれば、次回、情報提供していただければと思います。 

 その次、警察庁への質問で、その次の12ページ（６）の警察における再被害防止措置の

推進というところに関する意見ですけれども、今回ここに改訂の案文が入りまして、「再犯

防止を図るため」という文言が入ったのは非常にいいかと、内容がはっきりしたと思うん

ですが、そうすると再犯防止を図るために何をやっているかというと、出所後の定期的な

所在確認を実施するなど、「など」というのがありますけれども、定期的な所在確認を実施

することがなぜ再犯防止につながるのかというところがはっきりしません。これはもう少

しいろんなことをやっているので、そこをもう少し書いたほうがいいのではないかと思い

ました。ちょっと書きぶりが難しいかと思うんですけれども、例えば面談などを行うよう

になっているとか、そういったことを含めて書いたほうがいいのではないかと思いました

ので、御検討いただければと思います。 

○飛鳥井議長 警察庁お願いします。 

○警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室調査官 警察庁でございます。御指摘どう

もありがとうございます。 

 御指摘いただいたとおり、再犯防止を図るためというところで、趣旨をはっきりさせて

いただいたものでございますけれども、この所在確認を実施するという記載について、ま

たどういった書きぶりができるのか、御指摘を踏まえてさらに検討したいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○太田構成員 よろしくお願いします。 

○飛鳥井議長 ほかの構成員の方、いかがでしょうか。小木曽構成員お願いします。 

○小木曽構成員 第３の刑事手続への関与拡充の取組で、１で刑事に関する手続への参加

の機会の拡充とありますが、現在の意見陳述とか手続参加ですね、被害者参加制度がない

ときには関与拡充の取組という言葉がふさわしかったんだろうと思いますが、２の具体的

な施策を見ますと、関与を拡充させるためのというよりは、むしろ、今、参加の機会が与
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えられている、それをより効果的に利用するための施策の充実といった内容が記載されて

いるようなので、タイトルと見出し、それと具体的な施策がマッチしているのかどうか検

討の余地があるような気がします。 

 以上です。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。構成員御指摘のとおり、刑

事手続への被害者関与につきましては、制度としては大分出来上がってきているところで

して、今後はさらにそれをいかに効果的に運用するかということになってくるかと思いま

す。 

 タイトルと中身がマッチしているかということにつきましては、関係省庁と少し協議さ

せていただいて、検討したいと思います。 

○小木曽構成員 よろしくお願いします。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 ほかの構成員の方、いかがでしょうか。正木構成員お願いします。 

○正木構成員 正木です。どうぞよろしくお願いします。 

 全般的なことなんですけれども、前回、国費による犯罪被害者支援弁護士制度の導入に

ついて、御報告が法務省のほうからございました。そこで、当会議等の議論等も踏まえて

新たに検討した結果、法務省において検討会を立ち上げ、論点整理を行うという内容の報

告があったかと思うんです。 

 そこで、３点ほど意見と質問があるんですけれども、この検討会というのは、犯罪被害

者支援弁護士制度検討会第１回が７月29日に開催されたもの、これでいいのかどうかとい

うことと、新たに検討を踏まえた結果、論点整理の組織を立ち上げるということになった

のですけれども、参考資料として配られている資料２ですけれども、その要望事項の31番

なんですけれども、整理案Ｃについて、新たな検討結果を踏まえると、変更する必要性が

あるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 それから、今回の計画案文、まだ精査したわけではないのですが、ざっと見させていた

だいたところ、新たに論点整理をして検討するというふうに報告があったにもかかわらず、

国費による犯罪被害者支援弁護士制度についての言及が計画案文にないように思うのです

が、その点については、検討組織を立ち上げて論点整理をするというふうに進んでいるの

ですが、計画案文に何らかの形で盛り込んでいただけないかという３点でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、法務省のほうからお願いいたします。前回、法務省のほうからの国費による

犯罪被害者支援弁護士制度の導入ということについて、検討会を立ち上げるといったよう

なお答えがありました。これを４次計画の中にどこまで盛り込んでいくのかといったよう

な御質問だったと思います。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。構成員御指摘いただきまし
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た犯罪被害者支援弁護士制度検討会でございますが、御指摘のとおり、７月29日に第１回

の会議を開催しております。会議につきましては、弁護士の方あるいは学者の方、それか

ら被害者支援団体の方に委員として加わっていただき、内閣府、警察庁、それから法テラ

スにもオブザーバーとして加わっていただいたものでございます。 

 第１回会議におきましては、現在、弁護士会が法テラスに委託事業としてやっていらっ

しゃる被害者弁護士支援事業について、一般的に御紹介いただいたというものでございま

す。中身の議論にはまだ入っておりませんので、この会でまだ御報告できるほどのものは

ございません。 

 それから、計画案文との関係でございますが、この検討会を踏まえて、案文に入れるか

どうかということになろうかと思いますが、この会議での議論ですとか、あるいはこの検

討会における検討状況を踏まえて、さらに検討してまいりたいと考えております。 

○飛鳥井議長 よろしいでしょうか。 

○正木構成員 ただいまのお答えで１点回答が抜けたと思うんですけれども、参考資料２

については改めて書き直すお考えがあるのかどうかという点はいかがでしょうか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。失礼いたしました。構成員

御指摘の参考資料２というのは、どれに当たるものでございましょうか。 

○正木構成員 すみません。今回、参考資料２として配られた第３次犯罪被害者基本計画

見直しに関する要望意見に対する整理案の部分なんですけれども、ＡとかＢとかＣに分類

されているものなんですが。これなんですが。 

○飛鳥井議長 すみません。こちらのほうに配付してなかったものですから、また改めて

書面で御意見いただけますでしょうか。 

○正木構成員 分かりました。 

○飛鳥井議長 すみません。 

 それでは、ほかの方、よろしいでしょうか。何かあれば。伊藤構成員お願いします。 

○伊藤構成員 すみません。ハレーションを起こしちゃって、発言できなかったことと関

連しているんですが、基本計画案文の中でも「二次的被害」という言葉で統一されている

わけですけれども、警察庁の案としては。 

 ただ、何回も申し上げて恐縮なんですけれども、例えば今日配られた資料の中で資料１

－５、だからこれは内閣府のほうで出した資料では「二次被害」という言葉を使っていま

すね。例えば端的に、橋本聖子内閣府特命担当大臣のメッセージというのを載せてくださ

っていますけれども、６月11日付のメッセージでは「二次被害を生まない」「被害者をしっ

かりと支援する」。このことを守っていきますという書き方、「二次被害」という言葉を使

っておられて、先ほどの御説明では、二次的被害が定着しているから、しかも地方自治体

の条例でも二次的被害にしているところが多いと。それから、そもそも基本法で二次的被

害だったという御説明だったと思うんですけれども、省庁間で違うということですね。 

 文部科学省は「二次的被害」を使っていたと思いますし、内閣府は「二次被害」を使っ
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ているわけで、省庁間でも用語のそごがあり、しかも先ほどの御説明の中で、最近できて

きている地方自治体の被害者支援に特化した条例では、その辺、迷っているところが多か

ったけれども、結局二次被害を採用したところのほうがむしろ多いという指摘もあります。 

 省庁間でも使う言葉が違っており、本当に統一するんだったら二次的被害にするのか、

もし二次被害に変えるとしたら今がチャンスだと私は思っています。ばらばらな使い方を

するよりも、同じ内容を指しているわけですので、用語は統一するということを、しっか

り検討していただけるとありがたいと思います。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。いろんなところで二次被害か、二次的被害かと

いったような議論が最近増えていますけれども、ただ、もともと二次的被害という言葉は、

第１次基本計画のときに、構成員の方々からこの問題は非常に重要だということで意見が

出されまして、当時座長であられた宮澤浩一先生や山上皓先生がまとめられた中で、「二次

的被害」という言葉がずっと定着してきたんだと思います。 

 もとをたどれば、警察庁の被害者対策要綱のときに、捜査や公判手続の中で二次的被害

の軽減ということがうたわれまして、以来25年間、この言葉が定着してきているんですが、

ただ最近、二次被害という言葉もよく言われるようになりまして、省庁間で違いがあって、

これをそろえる必要があるのか、あるいは既に定着している言葉なので、多少のずれがあ

っても良しとするのかというところだと思いますが。 

○伊藤構成員 御説明ありがとうございました。警察庁からの説明もありましたら。 

○飛鳥井議長 警察庁のほうで何かコメントはありますか。 

○警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当） 警察庁でございます。先ほど警察庁

のほうからも説明で申し上げましたとおり、「二次的被害」という言葉を用いることにした

いと考えておりますけれども、先生御指摘のとおり、「二次被害」という言葉が用いられる

ことについては承知しておりますけれども、殊、この犯罪被害者等基本計画につきまして

は、第３次計画における「二次的被害」という文言が示している内容と全く同じ内容を指

すものとしてこの用語を使いますので、特段、「二次被害」というふうに言葉を変える理由

が認められないということから、「二次的被害」を用いたいと考えております。 

○飛鳥井議長 中曽根構成員。 

○中曽根構成員 まだしっかり読み込んでいないので、逆に、すみません、質問をお願い

します。 

 ＳＮＳによる誹謗中傷とか不適切な書き込みというのは、性犯罪・性暴力の被害者の方

はもちろん多いわけなんですけれども、そのほかに殺人の被害者の方も、交通事故事件の

被害者の方も、被害者あるいはもちろん御遺族も非常に傷つくというか、書き込まれたり

することによって悩んだり苦しんだり、二次的な被害を受けることになることが非常に

多々あるんですが、その対応策というか、そういうのは基本計画の中に盛り込まれていま

したでしょうか。私、ちょっとすみません、まだ読み込んでいないので、よく確認できて

いないところで申し訳ないんですけれども、そのような文言はありましたでしょうか。す
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みません。 

 以上です。 

○飛鳥井議長 これは警察庁でよろしいですか。 

○中曽根構成員 警察庁ですね。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 警察庁でございます。ＳＮＳに関す

る御指摘につきましては、重要なことであると考えております。今回の案文についてどの

ような形で盛り込まれているのか、盛り込まれていないかにつきましては、全体を改めて

精査した上で、後日、説明させていただきたいと思います。 

○中曽根構成員 よろしくお願いします。 

○飛鳥井議長 それでは、武構成員お願いいたします。 

○武構成員 11ページの２の安全の確保の（１）のところで、ちょっと教えていただきた

いです。 

 私は犯罪被害者の遺族なんですけれども、こういう文章はとっても難しくて、理解不足

なので教えていただきたいんですけれども、この安全の確保というのは被害者のための安

全の確保であると思うんですが、どうしてもその中に、最後に「加害者の改善更生、個人

のプライバシーの問題などを総合的に考慮しつつ検討を行う」という、必ずこういう文言

が入ることが多いわけですけれども、私たちは通知制度を使っていても、自分たちがもら

いたい内容が書かれていないことが多いんです。 

 例えば収容施設に入った後、通知をもらうんですが、１、２、３、番号があって、どこ

かに丸がしてあったり、そしてその他というのが多いそうなんです。そうしたら、毎回そ

の他で来たりすると、どういうことだってと不安を抱えるんです。安全というか、安心感

を得たいためにその通知制度を使うんですが、その中身を見ていることによって、不安を

さらに抱えてしまうという現状があるんです。 

 ここに検討を行うって書いてあるんですが、今、簡単な通知しか来ないんですが、これ

からはもっと被害者が望むような通知が来るというのを期待してもいいんでしょうか。そ

れはプライバシーとか、加害者のことを考えたら、やっぱりそこまではできないと。そこ

を考えておられるのか、私たちは期待していいのか、それをちょっとお聞きしたいです。 

○飛鳥井議長 それでは、法務省お願いします。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。御指摘いただいた、被害者

等通知制度というふうに呼んでおりますが、加害者の処遇状況等について被害者の方に通

知をするという中身になっておりまして、基本的には客観的な事実について通知をすると

いうことになって、運用はしておるかと思います。ここの構成員御指摘の「加害者の改善

更生、個人のプライバシーの問題などを総合的に考慮しつつ」というところにつきまして

は、全ての情報を通知できるものでもございませんで、プライバシーの問題というのはあ

るものですから、その相関関係の中で通知をしていくということにはなろうと思いますが、

被害者の方々の置かれた立場ですとか心情を踏まえまして、どこまで分かりやすい、ある
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いは具体的な通知ができるかということについては、法務省でも検討しておるところでご

ざいます。 

 「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」というのがございまして、先

日、報告書が出ました。その中に被害者等通知制度の通知の中身、内容について拡大する

ことを、さらに検討するということで、例えば加害者の就業の状況ですとか、同居人の有

無ということについて、通知の対象にできないかということが検討の対象になっておりま

す。今後も被害者通知制度の充実について、検討を深めてまいりたいと考えております。 

○飛鳥井議長 よろしいでしょうか。 

○武構成員 被害者の安全のためにどうぞ考えていただきたいです。お願いします。 

○飛鳥井議長 そろそろ時間が押してきていますけれども、川出構成員何かありますでし

ょうか。よろしければ。 

○川出構成員 最初の議題のところで御紹介があった性犯罪・性暴力対策の強化の方針に

ついてですが、資料１－５でいいますと２ページの「性犯罪者に対する再犯防止策の更な

る充実」の⑥に、仮釈放中の性犯罪者等へのＧＰＳ機器の装着等について、諸外国の法制

度等を把握した上で検討するという項目が挙げられています。この内容をこちらの基本計

画に組み込むことも考えられると思うのですが、それが入っていないというのはなぜなの

でしょうか。 

○飛鳥井議長 これはどうしましょう。内閣府あるいは法務省。法務省でお願いします。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。構成員御指摘の仮釈放中の

性犯罪者等にＧＰＳ機器の装着を義務付けるかどうかということにつきましては、現在、

その方向性も含めて検討中でございますので、現在の段階で計画に含めるまでには至って

ないということでございます。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

○川出構成員 よろしいでしょうか。ＧＰＳ機器の装着を義務付ける制度を導入するとい

うのではなく、それについて検討するということを計画の中に書き込むことは可能だと思

うんですが、それもしないのはなぜでしょうか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。御指摘をありがとうござい

ました。ＧＰＳ機器の装着につきましては、現在、法制審議会に法務大臣のほうから諮問

をされて、法制審のほうで審議中でございまして、そういう意味でこちらの基本計画には

書きにくいということで御理解を賜ればと存じます。 

○飛鳥井議長 よろしいでしょうか。 

○川出構成員 いま問題になっているＧＰＳ機器の装着は性犯罪の再犯防止を目的とした

ものであるのに対して、法制審への諮問で取り上げられているのは逃亡防止のためのＧＰ

Ｓ機器の装着ですので、両者は問題としている場面が違うと思いますが、いずれにしても、

ＧＰＳ機器の装着については、今の段階で制度の導入を前提に検討するというような形で

計画に書くのは難しいということなんでしょうか。 
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○法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省でございます。構成員御指摘のとおり、Ｇ

ＰＳの機器を装着するかどうかにつきましては、プライバシーの問題等もあり、そもそも

そういう制度にするかどうかも含めて検討中でございますので、現在の段階では計画には

書きにくいということでございます。 

○川出構成員 分かりました。結構です。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 私から１点だけ要望なんですけれども、７ページの第２の１の（１）「ＰＴＳＤ対策専門

研修」の内容の充実ということですけれども、これは要望として、会場を設定して参加者

を集めるというのは今なかなか難しくて、特に医療関係者は忙しいので、参加してもらう

ことは大変だと思うので、研修方式としてはオンラインとかｅラーニング、そういうもの

を活用した形の研修会をまた御検討いただければと思います。 

 それでは、いろいろほかにも御議論あると思いますが、これは次回の会議でもう一度、

この具体的な計画案文について御議論をいただきたいと思います。 

 時間が来ましたので、本日の議事は以上で終了したいと思います。 

 事務局から今後の予定についての御連絡をお願いします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） それでは、事務局から次回の会議日

程について連絡申し上げます。 

 次回は９月17日木曜日午後２時から、場所は本日と同じ警察総合庁舎７階大会議室を予

定しております。 

 開催方法としましては、今回と同様、ウェブ及び書面を利用した会議を予定しておりま

す。 

 次回会議におきましては、専門委員等会議として、新たな基本計画の骨子案を確定して

いただく予定でございます。 

○飛鳥井議長 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、第35回基本計画策定・推進専門委員等会議を終了いたし

ます。 

 御多忙の中、御出席いただき、ありがとうございました。次回の会議ではもう少しテク

ニカルな面でも改善をしていくことを祈っております。 

 どうも皆様お疲れさまでした。 


